
大分県立海洋科学高等学校　施設管理業務委託契約書（案）

大分県立海洋科学高等学校　校長 △△△（以下、「甲」という。）と、〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、大分県立海洋科学高等学校　施設管理業務委託（以下、「委託業務」という。）を、次のとおり締結する。

（信義誠実の業務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約に定める各条項を履行しなければならない。
（委託業務）
第2条 甲が委託する業務の内容は、別紙1「施設管理業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおりとする。
　　　２　前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。
（契約期間）
第3条 甲が乙に委託する期間は、契約締結の日から令和８年３月３１日までとする。
（委託料）
第4条 本件業務に係る業務委託料は、次のとおりとする。
　１回につき　　　円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額　　円）
（諸費用の負担）
第5条 本業務に必要な機材・器具、材料等は乙の負担とする。ただし、甲のトイレ、更衣室等を無償で使用できるものとし、水道光熱費は甲が無償提供する。
（権利義務の譲渡等）
第6条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
（再委託等の禁止）
第7条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き委託業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
（業務内容の変更等）
第8条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
　　２　前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
（損害の負担）
第9条 　乙は、第１４条第５項の場合の他、委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及　
ぼした損害を含む。）について負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
（機密の保持）
第10条 　乙は、この契約の履行上知り得た甲の業務上の内容を他に洩らし、又は他の
目的に使用してはならない。この契約が終了し又は解除された後においても同様とす
る。
（委託業務の報告等）
第11条 　乙は、仕様書に基づき委託業務の実施状況を甲に報告しなければならない。
　　　２　甲は、前項の報告を受けたときは、委託業務の実施状況を確認するとともに、必要に応じて乙に対して是正を求めることができる。
（委託料の支払）
第12条 　乙は、前条の規定による甲の確認を受けた後、毎月、業務実施日数に応じて、前月分
の委託料を甲に対して請求するものとする。
２　甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して３０日以内に乙に委託料を支払うものとする。
（契約の解除）
第13条 　甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合
において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。
１　乙の責めに帰すべき事由により、委託期間内に履行することができないと認められたとき。
２　天災地変その他乙の責めに帰すべき理由によらないで委託期間内に完了することができないと認めたとき。
３　契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。
４　乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同条第2号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
５　本業務を処理するために乙が取り扱う機密情報について、乙の責めに帰すべき理由による機密情報の漏えい等があったとき。
６　前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、本業務の目的を達成することができないと認められるとき。
（違約金）
第14条 　乙の責めに帰すべき事由により、甲が契約を解除したときは、乙は委託料の１０分の
１を違約金として甲の指定する期日までに納付しなければならない。
（合意管轄）
第15条 　本契約により生ずる権利義務に関する訴訟については、大分地方裁判所をもって第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。

（賃金の変動に基づく契約金額の変更）
第１６条　履行期間中において、日本国内における賃金水準に予期し得ない急激な変動が生じ、その結果契約金額が著しく不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、契約金額の変更について書面により協議を申し入れることができる。
２　前項に基づく申し入れを行うことができるのは、次の各号の要件を満たす場合に限る。  
（１）　協議申し入れ時点において、本契約の履行期間が２か月以上残存していること。  
（２）　当該変更額が、変動前契約金額（契約金額から既履行部分に対応する金額を控除した額をいう。）と変動後契約金額（変動後の賃金水準を基礎として算出した変動前契約金額に相応する額をいう。）との差額のうち、変動前契約金額の１０００分の１０を超える額であること。  
３　前項に基づく申し入れを行った甲又は乙は、算定根拠資料を添付した変更請求書類を相手方に提出し、甲乙協議を行うものとする。
４　前項の協議を行った場合、甲は協議の結果を書面により乙に通知しなければならない。この場合において、乙が当該通知を受領した日から１４日以内に書面により異議を述べなかったときは、乙は当該決定に同意したものとみなす。

（契約外の事項）
第１７条　本契約及び利用規約に定めのない事項について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自１通を保持する。




令和　年　月　日

甲　委託者
　　　住　所　　大分県臼杵市諏訪254-1-2
　　　　　　　　大分県立海洋科学高等学校
　　　　　　　　校長　〇　〇　〇　〇


乙　受託者
　　　住　所　　　　　〇〇〇〇〇〇〇
　　　商号または名称　〇〇〇〇〇〇〇
　　　代表者名　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇


